
日
証
協
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
高

齢
顧
客
へ
の
勧
誘
に
関
し
て
次

の
よ
う
な
事
項
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

〈
高
齢
顧
客
の
定
義
〉

勧
誘
に
よ
る
販
売
を
慎
重
に
行
う
必

要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
高
齢
顧
客
の

範
囲
を
各
金
融
機
関
で
定
め
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
７５
歳
以
上
を
対
象

と
し
、
そ
の
中
で
も
よ
り
慎
重
な
対
応

を
す
べ
き
顧
客
と
し
て
８０
歳
以
上
を
目

安
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
勧
誘
を
行
う
前
に
は
、
自
行
庫
で

定
め
た
高
齢
顧
客
に
該
当
す
る
か
の
確

認
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
際
、
勧
誘
と

は
「
個
別
商
品
の
買
付
け
に
関
す
る
説

明
」
で
あ
り
、
勧
誘
行
為
に
限
ら
れ
な

い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

〈
勧
誘
留
意
商
品
の
選
定
〉

役
席
者
に
よ
る
事
前
承
認
等
を
要
し

な
い
「
勧
誘
可
能
な
商
品
」
と
、
事
前

承
認
等
が
必
要
な
「
勧
誘
留
意
商
品
」

の
範
囲
を
各
金
融
機
関
で
選
定
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
勧
誘
可
能
な

商
品
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
価
格
変
動

が
小
さ
く
、
仕
組
み
が
複
雑
で
な
く
、

換
金
性
が
高
い
商
品
が
考
え
ら
れ
る
と

さ
れ
て
お
り
、
公
社
債
や
、
公
社
債
を

中
心
に
投
資
す
る
投
資
信
託
等
が
例
示

さ
れ
て
い
る
。

担
当
者
は
、
高
齢
顧
客
に
勧
誘
し
よ

う
と
す
る
商
品
が
勧
誘
留
意
商
品
に
該

当
し
な
い
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
前
承
認
は
勧
誘
の
都
度
行
う

〈
役
席
者
に
よ
る
事
前
承
認
〉

高
齢
顧
客
へ
の
勧
誘
留
意
商
品
の
勧

誘
に
あ
た
っ
て
は
、
役
席
者
に
よ
る
事

前
承
認
が
必
要
と
な
る
。
事
前
承
認
で

は
、
役
席
者
自
ら
が
高
齢
顧
客
と
の
面

談
や
電
話
で
の
会
話
を
行
い
、
勧
誘
の

適
正
性
を
判
断
す
る
。
役
席
者
の
事
前

承
認
は
基
本
的
に
勧
誘
の
都
度
、
必
要

で
あ
る
こ
と
に
留
意
を
要
す
る
。

〈
翌
日
以
降
・
役
席
者
に
よ
る
受
注
と

約
定
後
の
連
絡
（
８０
歳
以
上
）〉

８０
歳
以
上
（
目
安
）
の
高
齢
顧
客
へ

勧
誘
留
意
商
品
を
勧
誘
す
る
場
合
、
受

注
は
原
則
と
し
て
勧
誘
の
翌
日
以
降
と

し
、
か
つ
担
当
者
と
は
別
の
役
席
者
が

受
注
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
約
定
後
に
お
い
て
、
担
当
者
と

は
別
の
者
が
約
定
結
果
を
高
齢
顧
客
に

連
絡
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
連
絡
は

受
注
か
ら
時
間
を
お
い
て
行
う
。

〈
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
〉

勧
誘
ル
ー
ル
の
遵
守
状
況
に
つ
い

て
、
各
金
融
機
関
で
定
め
た
承
認
・
取

引
プ
ロ
セ
ス
に
則
っ
て
取
引
が
行
わ
れ

て
い
る
か
、
適
合
性
や
合
理
性
の
観
点

か
ら
不
適
切
な
点
は
な
い
か
な
ど
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
活
用

す
る
た
め
、
役
席
者
に
よ
る
面
談
等
の

内
容
、
受
注
時
・
約
定
後
の
連
絡
に
お

け
る
会
話
内
容
を
録
音
、
ま
た
は
記

録
・
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
。

日
証
協
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
適

合
性
の
原
則
や
高
齢
者
特
有
の

リ
ス
ク
（
販
売
後
の
記
憶
力
や
理
解
力

の
低
下
）
を
踏
ま
え
、
役
席
者
に
よ
る

事
前
承
認
等
を
要
し
な
い
「
勧
誘
可
能

な
商
品
」
の
範
囲
を
可
能
な
限
り
具
体

的
に
各
金
融
期
間
で
定
め
、
そ
れ
以
外

の
「
勧
誘
留
意
商
品
」
に
つ
い
て
は
、

役
席
者
の
事
前
承
認
な
ど
所
定
の
手
続

き
や
条
件
を
定
め
て
慎
重
に
対
応
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。

「
勧
誘
可
能
な
商
品
」
と
し
て
は
、
価

格
変
動
が
比
較
的
小
さ
い
、
仕
組
み
が

複
雑
で
は
な
い
、
換
金
性
が
高
い
な
ど

の
条
件
に
該
当
す
る
商
品
と
い
う
考
え

方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
例
と
し
て
次
の

商
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

�
国
債
、
地
方
債
、
政
府
保
証
債
等

�
普
通
社
債

�
「
公
社
債
を
中
心
に
投
資
し
、
比
較

的
安
定
的
な
運
用
を
指
向
す
る
」
投
資

信
託
（
該
当
性
は
投
資
信
託
の
目
論
見

書
に
記
載
さ
れ
た「
フ
ァ
ン
ド
の
目
的
・

特
色
」
等
を
参
考
に
自
行
庫
で
判
断
）

�
前
記
�
�
�
に
相
当
す
る
「
知
名
度

や
流
動
性
が
高
い
通
貨
建
て
（
米
ド

ル
、
ユ
ー
ロ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ド
ル

が
該
当
）」
の
債
券
お
よ
び
投
資
信
託

価
格
変
動
リ
ス
ク
が
あ
っ
て
も

一
律
に
制
限
さ
れ
て
は
い
な
い

ま
た
、
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
、
転

換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
、
Ｅ
Ｔ

Ｆ
・
Ｅ
Ｔ
Ｎ
、
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
、
新
株
予
約

権
証
券
お
よ
び
有
価
証
券
関
連
市
場
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
上
場
先
物
・
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
）
等
に
つ
い
て
は
、
価
格

変
動
リ
ス
ク
が
比
較
的
大
き
い
も
の

の
、
商
品
性
が
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る

こ
と
や
、
時
々
刻
々
の
価
格
変
動
に
合

わ
せ
た
取
引
ニ
ー
ズ
も
存
在
す
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
高
齢
顧
客
へ
の
勧
誘
を
一

律
に
制
限
す
る
こ
と
に
は
馴
染
ま
な
い

と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

同
様
に
、
値
動
き
が
日
経
平
均
株
価

（
日
経
２
２
５
）
や
東
証
株
価
指
数

（
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
）
の
変
動
率
に
一
致
す

る
よ
う
設
計
さ
れ
た
投
資
信
託
に
つ
い

て
も
、
指
標
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、

価
格
変
動
に
つ
い
て
の
情
報
が
得
や
す

い
商
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
律
の
制

限
は
馴
染
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
例
示
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

適
合
性
の
原
則
等
に
鑑
み
て
、
各
金
融

機
関
の
判
断
で
「
勧
誘
留
意
商
品
」
と

す
る
こ
と
も
妨
げ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し

そ
の
場
合
は
、
円
滑
な
取
引
に
で
き
る

限
り
支
障
が
出
な
い
よ
う
工
夫
し
て
お

く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、「
勧
誘
可
能
な
商
品
」
で
あ

っ
て
も
、
適
合
性
の
原
則
の
遵
守
や
高

齢
者
特
有
の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
自
体

は
変
わ
り
な
い
。
担
当
者
と
し
て
は
、

役
席
者
の
事
前
承
認
等
が
不
要
で
あ
っ

て
も
、
適
合
性
の
原
則
等
を
遵
守
し
た

勧
誘
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
預
金
や
保
険
商
品
に
つ
い
て

は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象
外
だ
が
、
高

齢
顧
客
に
対
す
る
適
正
な
勧
誘
等
の
確

保
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
投
資
性

が
強
い
商
品
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨

を
踏
ま
え
た
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
い
え
る
。

POINT

�価格変動が比較的小さい等の条
件が示されているのが「勧誘可
能な商品」で、それ以外が「勧
誘留意商品」となる
�値動きが大きいものでも、広く
周知されている商品などでは、
一律に制限されてはいない

QQ 22

勧
誘
留
意
商
品
と
は

ど
ん
な
商
品
な
の
？

ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
？

QQ 11

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は

ど
ん
な
勧
誘
ル
ー
ル
が

決
め
ら
れ
て
い
る
の
？
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